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（
国
土
交
通
委
員
会
）

日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
認
可

法
人
日
本
下
水
道
事
業
団
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
地
方
公
共
団
体
が
主
体
と
な
っ
て
運
営
す
る
法
人
と
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

日
本
下
水
道
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う

）
に
対
す
る
政
府
の
出
資
を
廃
止
す
る
。
事
業
団
が
保
有
す
る
資
産

。

に
係
る
減
価
償
却
等
の
額
の
累
計
額
の
合
計
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
出
資
は
な
か
っ
た
も

の
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
減
額
さ
れ
た
政
府
の
出
資
金
は
、
政
府
の
一
般
会
計
か
ら
事
業
団
に
対
し
無
利
子
で
貸
付
け
ら
れ
た

も
の
と
す
る
。

二

現
在
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
役
員
の
定
数
、
任
期
、
選
任
方
法
等
に
つ
い
て
定
款
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
、
理
事
長

及
び
監
事
の
国
土
交
通
大
臣
の
任
命
を
廃
止
し
、
事
業
団
が
役
員
を
解
任
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
役
員
の
選
任
及
び
解

任
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

三

評
議
員
会
の
定
数
に
関
す
る
規
定
を
廃
止
し
、
定
款
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
そ
の
構
成
員
と
し
て
、
知
事
、
市
長
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及
び
町
村
長
の
全
国
的
連
合
組
織
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
す
る
知
事
、
市
長
及
び
町
村
長
を
加
え
る
。

四

定
款
の
変
更
、
役
員
の
選
任
及
び
解
任
等
の
事
項
は
、
評
議
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、

評
議
員
会
は
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
事
業
団
の
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

五

下
水
汚
泥
広
域
処
理
事
業
を
廃
止
し
、
既
設
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
譲
渡
す
る
ま
で
の
間
、
事
業
団
に

お
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

六

国
土
交
通
大
臣
の
資
金
計
画
に
関
す
る
認
可
及
び
財
務
諸
表
の
承
認
等
を
廃
止
す
る
。

七

所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
。

八

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


